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史跡の指定について 
 

 

【史跡の追加指定】 

・八女古墳群（八女市・広川町） 

・福原長者原官衙遺跡（行橋市） 

 

※関連する写真や画像は提供しますので、担当まで連絡願います。 

 

担当課：教育庁教育総務部文化財保護課 

直 通：092-643-3876 

内 線：5385 

担 当：大庭
お お ば

・岡田
お か だ

 

○  国の文化審議会（会長 日比野
ひ び の

 克彦
かつひこ

）は、令和８年６月１９日（金）に開催される同審

議会文化財分科会の審議・議決を経て、史跡名勝天然記念物の新指定４件・追加指定等２３

件、登録記念物の新登録４件について、文部科学大臣に答申する予定です。 

○  このうち、福岡県関連は、史跡の追加指定２件です。 

○  官報告示後、福岡県内の国指定史跡の件数は変更ありません（特別史跡を含めて 99件）。 

報道解禁（文化審議会文化財分科会終了後） 

テレビ・ラジオ・インターネット 

令和８年６月１９日（金） １７時以降 

新聞 

令和８年６月２０日（土） 朝刊 





［史跡の追加指定］ 

名 称 八女
や め

古墳
こ ふ ん

群
ぐん

 

乗場
の り ば

古墳
こ ふ ん

 

石
せき

人山
じんさん

古墳
こ ふ ん

 

岩戸山
いわとやま

古墳
こ ふ ん

 

善蔵
ぜんぞう

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

弘化
こ う か

谷
だに

古墳
こ ふ ん

 

丸山
まるやま

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

丸山
まるやま

古墳
こ ふ ん

 

茶
ちゃ

臼
うす

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

釘崎
くぎさき

二
に

号
ごう

墳
ふん

 

鶴見山
つるみやま

古墳
こ ふ ん

 

 

所 在 地 釘崎２号墳 八女市豊福５５７番１ 外４筆 

 鶴見山古墳 八女市豊福９４９番  外６筆 

今回の指定面積  ７，５２１．０５㎡ 

指 定 総 面 積 ９２，４２３．０５㎡ 

指 定 経 過 

大正１１年３月８日 乗場古墳史跡指定 内務省告示第４９号 

昭和１３年８月８日 石人山古墳史跡指定 文部省告示第２９２号 

昭和３０年１２月２３日 岩戸山古墳史跡指定 文化財保護委員会告示 

  第６３号 

昭和５２年７月２日 善蔵塚古墳史跡指定 文部省告示第１４０号 

昭和５２年７月１９日 弘化谷古墳史跡指定 文部省告示第１５４号 

昭和５３年３月２４日 統合・追加指定・名称変更（丸山塚古墳、丸山古墳、 

 茶臼塚古墳） 文部省告示第５９号 

 



指定地の概要 

八女古墳群は、耳
み

納
のう

山地南緩斜面から西へ延びる八女丘陵上に立地する、筑紫
つ く し

君
のきみ

磐
いわ

井
い

の一族との関連も考えられる九州で著名な古墳群の一つである。 

今回は、八女古墳群中の釘崎
くぎさき

二号
に ご う

墳
ふん

、鶴見山
つるみやま

古墳
こ ふ ん

を追加指定する。 

釘崎二号墳は墳丘長５６．０ｍ、古墳時代中期末から後期初頭（５世紀後半）

の前方後円墳である。八女丘陵一帯の地域の古墳の内、同時期の古墳としては浦山
うらやま

古墳
こ ふ ん

・丸山
まるやま

古墳
こ ふ ん

に次ぐ規模である。 

鶴見山古墳は墳丘長８７．５ｍの前方後円墳で、八女古墳群中４番目の規模を

誇る。平成１７年（２００５）の発掘調査で前方部西側の周溝内からほぼ完形の

武装
ぶ そ う

石人
せきじん

が出土し、平成２２年（２０１０）に重要文化財に指定された。築造時

期は古墳時代後期（６世紀中頃）で、岩戸山
いわとやま

古墳
こ ふ ん

に後続する首長墓と考えられ、

磐井の乱以後も筑紫君一族が一定の勢力を維持していたことを示す。 

両古墳の時期は岩戸山古墳の前後に位置付けられ、八女古墳群の首長墓系譜を

考える上で重要な古墳である。 

 

連絡先 八女市教育委員会 文化振興課（担当：江頭・木原） 

TEL：０９４３－２３－１９８２ 

FAX：０９４３－２４－４３３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



八
女
古
墳
群
位
置
図
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釘
崎
二
号
墳

 



八
女
古
墳
群
追
加
指
定
範
囲
図
（
釘
崎
二
号
墳
、
鶴
見
山
古
墳
）

 

釘
崎

2
号
墳

 

鶴
見
山
古
墳
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釘崎二号墳（南から）（提供：八女市教育委員会） 

鶴見山古墳（南上空から）（提供：八女市教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［史跡の追加指定］ 

名 称 福原
ふくばる

長者原官衙
ちょうじゃばるかんが

遺跡
い せ き

 

所 在 地 福岡県行橋市南 泉
みなみいずみ

二丁目５７番１ 外１筆 

今回の指定面積 ２，５６７㎡ 

指 定 総 面 積 ２７，２１９．４７㎡ 

  

指 定 経 過 

平成２９年１０月１３日 史跡指定 文部科学省告示第１３７号 

令和 ６年１０月１１日 追加指定 文部科学省告示第１４６号 

 

指定地の概要 

福原長者原官衙遺跡は、旧豊前国に位置する７世紀末から８世紀前半の古代の

大規模地方官衙
か ん が

跡である。政庁は一辺約１５０ｍの区画を有し、地方官衙として

は、全国的にみても屈指の規模であり、古代律令国家成立期の地方統治の実態を

知る上で極めて重要な遺跡である。 

今回は、政庁南門南側周辺地について追加指定する。 

 

連絡先 行橋市教育委員会 文化課（担当：山口、天野
あ ま の

） 

TEL：０９３０－５５－９６５７（直通） 

FAX：０９３０－２５－１５８２ 



 

福原長者原官衙遺跡位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 



福原長者原官衙遺跡追加指定範囲図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福原長者原官衙遺跡遠景（北西から）（提供：行橋市教育委員会） 


